
実質的支配者について

「実質的支配者」とは
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者のことをいい、犯収法令に定義があり
ます(犯収法4条1項4号、施行規則11条2項柱書)。例えば、議決権を多く保有することで法人の事業経
営を実質的に支配する者や、法人を代表し業務を執行する者(代表取締役、代表理事等)などがこれに該
当します。当社サービス上の呼称である「代表管理者」とは意味が異なりますので、混同にご注意ください。

お客様が「資本多数決法人」(株式会社、投資法人、特定目的会社等)である場合

「実質的支配者」の判定方法
法人の性質「資本多数決法人」か「資本多数決以外の法人」かによって異なるため、以下のフローチャートに
沿って、自らの実質的支配者がどの者になるのか、ご確認ください(犯収法施行規則11条2項以下参照)。
なお、「実質的支配者」は、原則、自然人(個人)まで遡り、当該自然人(個人)の「氏名、住所、生年月日」
等を確認する必要があります。
実質的支配者が例外的に法人等となり、当該法人等の「名称、本店所在地」等を確認いただく場合は、当
該法人等が犯収法施行規則11条4項に定める‟みなし自然人“として「国等及びその子会社」に該当する必
要がありますので、ご注意ください。
また、実質的支配者に該当する者が複数いる場合は、その全員をご確認ください。

議決権の25％超を保有する個人
または法人(※)がいますか？

出資、融資、取引その他の関係を
通じて事業活動に支配的な影響
力を有すると認められる個人または
法人(※)がいますか？

その個人または法人(※)が「実質的支配者」です。

法人を代表し、業務を執行する
個人が、「実質的支配者」です。

その個人または法人(※)が「実質的支配者」です。

その個人または法人(※)が「実質的支配者」です。

議決権の50％超を保有する個人
または法人(※)がいますか？

Yes

Yes

Yes

No

No

No

複数いる場合は、その全員が「実質的支配者」です

複数いる場合は、その全員が「実質的支配者」です

複数いる場合は、その全員が「実質的支配者」です

※ 法人とは、施行規則11条4項に定める「国等及びその子会社」に該当するものに限ります。
「国等及びその子会社」とは、例えば、国・地方公共団体が50％以上出資している法人や独立行政法人、
上場企業等、もしくは、これらの子会社のことをいいます。



お客様が「資本多数決法人以外の法人」(合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・
財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人等)である場合

収益総額の50％超の配当を受ける
個人または法人(※)がいますか？

(イ)収益総額の25％超の配当を受ける
個人または法人(※)

(ロ) 出資、融資、取引その他の関係を
通じて事業活動に支配的な影響力
を有すると認められる個人または法人(※)

法人を代表し、業務を執行する
個人が、「実質的支配者」です。

その個人または法人(※)が「実質的支配者」です。

その個人または法人(※)が「実質的支配者」です。

Yes

Yes

No

No

複数いる場合は、その全員が「実質的支配者」です

複数いる場合は、その全員が「実質的支配者」です

※ 法人とは、施行規則11条4項に定める「国等及びその子会社」に該当するものに限ります。
「国等及びその子会社」とは、例えば、国・地方公共団体が50％以上出資している法人や独立行政法人、
上場企業等、もしくは、これらの子会社のことをいいます。

以下に該当するものがいますか？

または


